
宝塚市

人事行政の運営等の状況の公表について

（平成２８年度）



１．職員の任免及び職員数に関する状況

定年 勧奨 普通 その他 合計
事務 53 12 6 4 22
土木 10 7 7
建築 2 1 1
機械 1 0
電気 2 1 1
化学 0
保健師 1 0
保育士 9 4 1 5
栄養士 1 0
看護専任教員 1 1
司書 0
幼稚園教諭 5 3 2 3 8
学芸員 1
指導主事 4 5 5
消防士 4 3 1 4
技能員 1 2 1 3
医師 15 12 12
歯科医師 1 1 1
ＭＳＷ 1 0
臨床工学士 1 1
歯科衛生士 1 1 1
作業療法士、理学療法士 1 0
言語聴覚士 0
看護師 29 1 30 31
准看護師 1
助産師 1 1
臨床検査技師 2 1 1 2
診療放射線技師 0
薬剤師 3 2 2
常勤嘱託 0
再任用 30 46 2 48
計 178 34 9 105 8 156

総数 一般職 再任用 常勤嘱託
102 98 4
105 88 17
77 65 12
93 82 11
69 61 8

134 130 4
232 229 3
105 93 10 2
51 46 5
10 8 2

117 100 17
612 604 6 2
244 230 14
276 255 19 2
10 9 1
6 6

(6) (6)
(4) (4)
12 11 1

2,255 2,115 134 6
( )内は兼務

（１）職員の任免に関する状況（Ｈ２８．４．２～Ｈ２９．４．１）

（２）職員数に関する状況

都市安全部
都市整備部

職種 採用
退職

公平委員会

Ｈ２８．４．１現在
部局
企画経営部
市民交流部
総務部

健康福祉部

産業文化部

市立病院

子ども未来部
環境部

上下水道局
会計課

議会事務局
計

消防本部及び消防署
教育委員会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局

農業委員会事務局



総数 一般職 再任用 常勤嘱託
107 103 3 1
107 90 17
77 66 11
93 91 2
70 64 6

142 137 5
236 235 1
105 96 7 2
52 47 5
10 10

113 98 15
612 608 2 2
247 236 11
278 267 9 2
10 10
6 6

(6) （6）
(4) (4)
12 12

2,277 2,176 94 7
( )内は兼務

役職 H28.4.1 H29.4.1
部長級 29 27
室長級 55 59
課長級 123 130
副課長級 63 64
係長級 420 415
一般職 1,431 1,488
再任用 134 94
計 2,255 2,277

部局 H28.6.1 H29.6.1
市長部局
市立病院
教育委員会 2.20 2.44
上下水道局 2.50 2.59

企画経営部

（３）役職別の人員状況

消防本部及び消防署

上下水道局

都市整備部

環境部

監査委員事務局

計
議会事務局

選挙管理委員会事務局

Ｈ２９．４．１現在

農業委員会事務局

教育委員会事務局

市民交流部

2.63

部局

公平委員会

産業文化部
会計課

（４）障害者雇用率

都市安全部

2.64

市立病院

子ども未来部
健康福祉部

総務部



２．職員の競争試験及び選考の状況

職種 試験日 募集人数 申込数 受験者数 合格者数 競争倍率

事務職（大学卒） H28.07.24 25名程度 585 483 29 16.66

事務職（高校卒） H28.09.18 若干名 11 11 3 3.67

事務職（社会福祉士） H28.09.18 若干名 4 4 2 2.00

事務職（精神保健福祉士） H28.09.18 若干名 3 2 1 2.00

事務職（障がい者） H28.10.30 若干名 23 21 3 7.00

事務職（大学卒） H29.01.22 5名程度 102 97 17 5.71

土木技術職（大卒程度） H28.07.24 10名程度 35 25 4 6.25

土木技術職（大卒程度） H28.10.30 5名程度 10 9 4 2.25

土木技術職（大卒程度） H29.01.22 3名程度 12 12 4 3.00

建築技術職（大卒程度） H28.07.24 若干名 9 9 2 4.50

電気技術職（大卒程度） H28.07.24 若干名 6 6 2 3.00

機械技術職（大卒程度） H29.01.22 若干名 5 4 1 4.00

保育士 H28.04.24 若干名 5 5 1 5.00

保育士 H28.09.18 若干名 18 16 2 8.00

保育士 H29.01.22 3名程度 11 9 3 3.00

保健師 H29.01.29 若干名 7 6 1 6.00

歯科衛生士 H28.11.27 1名 1 1 1 1.00

技能員（乙） H29.01.29 若干名 37 36 1 36.00

消防職（高校卒） H29.01.15 5名程度 45 41 0 -

消防職（短大卒） H29.01.15 5名程度 47 47 0 -

消防職（大学卒） H29.01.15 5名程度 73 72 4 18.00

幼稚園教諭 H28.10.16 若干名 29 23 5 4.60

看護師 H29.01.06 1名 13 12 1 12.00

学芸員 H28.10.23 1名 8 8 1 8.00

看護師（既卒） H28.10.07 7名 14 13 7 1.86

看護師（准看護師） H28.11.09 1名 1 1 1 1.00

看護師（新卒） H28.07.23 25名程度 23 23 23 1.00

看護師（新卒） H28.08.26 25名程度 4 4 2 2.00

看護師（新卒） H28.09.23 25名程度 3 2 1 2.00

看護師（新卒） H28.10.21 25名程度 1 1 0 -

作業療法士 H28.11.01 1名 6 6 1 6.00

薬剤師（新卒、既卒） H28.08.24 3名 12 12 3 4.00

臨床検査技師 H28.11.28 1名 7 6 1 6.00

臨床検査技師 H29.01.25 1名 1 1 1 1.00

ＭＳＷ（既卒） H28.06.11 1名 1 1 1 1.00

（１）職員採用試験の状況（平成２８年度）



３．職員の人事評価の状況

（１）平成２８年６月期勤勉手当用総合評価
Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

部長級 2 3 11 0 0
室長級 4 8 26 0 0
課長級 0 24 65 0 0
副課長級 0 4 35 4 0
係長級 9 83 256 16 1
一般職 13 210 624 16 3
 計 28 332 1,017 36 4

 （分布状況）
Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

部長級 12.50% 18.75% 68.75% 0.00% 0.00%
室長級 10.53% 21.05% 68.42% 0.00% 0.00%
課長級 0.00% 26.97% 73.03% 0.00% 0.00%
副課長級 0.00% 9.30% 81.40% 9.30% 0.00%
係長級 2.47% 22.74% 70.14% 4.38% 0.27%
一般職 1.50% 24.25% 72.06% 1.85% 0.35%
 計 1.98% 23.43% 71.77% 2.54% 0.28%

（２）平成２８年１２月期勤勉手当用総合評価
Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

部長級 2 3 12 0 0
室長級 3 9 28 0 0
課長級 0 25 69 1 0
副課長級 0 3 25 2 1
係長級 8 81 250 16 2
一般職 7 188 616 18 5
 計 20 309 1,000 37 8

 （分布状況）
Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

部長級 11.76% 17.65% 70.59% 0.00% 0.00%
室長級 7.50% 22.50% 70.00% 0.00% 0.00%
課長級 0.00% 26.32% 72.63% 1.05% 0.00%
副課長級 0.00% 9.68% 80.65% 6.45% 3.23%
係長級 2.24% 22.69% 70.03% 4.48% 0.56%
一般職 0.84% 22.54% 73.86% 2.16% 0.60%
 計 1.46% 22.49% 72.78% 2.69% 0.58%

※上記において、Ｓ評価が最上位の評価

４．職員の給与の状況

平成２９年１２月号広報及び市ホームページ内の給与労務課
「給与・定員適正化の状況」にて公表しています。



５．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況

 Ⅰ　１週間の勤務時間

 Ⅱ　一般職員の基本的な勤務時間
開始時間 終了時間

（２）休暇等の種類

 

 

６．職員の休業に関する状況

男性 女性 合計

3 40 43

0 26 26

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

３年を限度に、１日２時間以内

自己啓発休業 ３年を限度に必要と認められる期間

修学部分休業
３年を限度に１週間の勤務時間の２分の１
以内

結婚休暇

忌引休暇

必要と認められる期間

７日

３年を限度に必要と認められる期間

種別

育児休業

部分休業

自己啓発等休業

配偶者同行休業

介護休暇

就学部分休業

（１）各種休業制度の取得状況(平成２８年度に新たに取得した者）

必要と認められる期間

産前の休暇

産後の休暇

介護休暇

妊娠障害等に係る休暇

育児時間

子の看護休暇

妊娠中の女子職員に対する通勤にかかる休暇

介護時間

休憩時間

１２時００分～１２時４５分

公務傷病等による療養休暇

公務傷病以外の療養休暇

種類

通院休暇
（妊娠中の保健指導又は健康診査を受ける場合）

付与日数

１年度につき最高２１日

必要と認められる期間

９０日以内

必要と認められる期間

３０日以内

５日以内

産後８週間（多胎の場合は１０週間）

５日以内

必要と認められる期間

１日につき１時間以内

２日以内

物故者の親等等により付与最高７日

６ヶ月を限度に必要と認められる期間

育児参加休暇

１日２回各々３０分以内
（生後満１歳に達する日まで）

３０日以内

５日以内

出産補助休暇

看護休暇

３８時間４５分

年次休暇

９時００分 １７時３０分

連続５日以内

産前８週間（多胎の場合は１４週間）

必要と認められる期間

ドナー休暇

一生理期に３日以内

６日以内

（３）年次休暇の取得状況　　　年間取得日数（平均）　　１１．９日

５日以内

育児短時間勤務 生後満３歳に達する日までの必要な期間

配偶者同行休業

生理休暇

連続３日以内

組合休暇

定年前職員に対する自主研修期間

育児休業 生後満３歳に達する日までの必要な期間

部分休業 小学校就学前の期間に、１日２時間以内

ボランティア休暇

夏期休暇

就業禁止（安衛法第６８条に基づくもの）

長期勤続者に対する自主研修期間

特別休暇（天災、地変その他特別な事情によ
り勤務することができない場合）

裁判員休暇



７．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

区分 降任 免職 休職 降給 合計

勤務成績がよくない場合 0

心身の故障の場合 49 49

職に必要な適格性を欠く場合 0

職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を生じた場合

0

刑事事件に関し起訴された場合 0

合　計 0 0 49 0 49

（２）懲戒処分の状況

区分 戒告 減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合 0

職務上の義務に違反し
又は職務を怠った場合

1 1

全体の奉仕者たるにふさわしくない
非行のあった場合

0

合　計 0 1 0 0 1



８．職員の服務の状況

（１）服務の根本基準

（２）地方公務員法上の義務等

単位：件

H27.7～H28.6 H28.7～H29.6

0 0
0 0

単位：件

H27.7～H28.6 H28.7～H29.6

26 20
0 2

17 39
0 0

43 61

９．職員の退職管理の状況

（１）職員の再就職状況
離職日 再就職日

2017/3/31 2017/4/1

2017/3/31 2017/8/1

 ④職務に専念する義務
 ⑤政治的行為の制限

離職時の役職 再就職先の名称 再就職先の役職
宝塚市立中央図書館
長

特定非営利活動法人　宝塚市国
際交流協会

事務局長

 平成２８年度に、職務専念義務の免除申請が40件ありました。

 ⑥争議行為等の禁止
 ⑦営利企業等の従事制限
（３）職務に専念する義務の免除
 法律又は条例に特別の定めがある場合は、職務に専念する義務が免除されます。
 条例で定める事由は、次のとおりです。 

 ③前２号に規定する場合のほか、任命権者が特に認める場合

 し運用を図っております。

（４）営利企業等の従事許可

 平成２８年度に、営利企業等の従事許可申請が10件ありました。

 ①職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと
 ②当該営利企業と職員が所属する地方公共団体との間に相反する利害関係
 を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと
 ③職員および職務の品位を損ねるおそれがないこと

 許可する場合の要件

 民主的、能率的な地方行政を達成するために、職員は、全体の奉仕者として公共
 の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専
 念しなければならないものとされ、地方公務員法でこれを服務の根本基準として
 第３０条に定められています。

 ①研修を受ける場合
 ②厚生に関する計画の実施に参加する場合

 地方公務員法第３２条から第３８条に、次のとおり定められています。
 ①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
 ②信用失墜行為の禁止
 ③秘密を守る義務

 ア　立食パーティーへの参加
 イ　会議等の職務で、利害関係者から簡素な飲食の提供を受ける
 ウ　自己の費用を負担し、利害関係者と飲食する

①　不当行為・違反行為について

 地方公務員法により職員は営利企業等に従事することが制限されていますが、
 公務の遂行に悪影響を及ぼさないと判断できるものについては任命権者の許
 可を得ることによって営利企業等に従事することができます。

（５）宝塚市職員倫理条例の運用状況について
 本市では職務の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、
 公務に対する市民の信頼を確保することを目的として宝塚市職員倫理条例を制定

子ども家庭支援セン
ター　再任用職員

社会福祉法人　發榮福祉会　やま
と保育園

保育士（非常勤
職員）

種別

種別

 計
 エ　私的な関係がある利害関係者との飲食

 ア　職員の違反行為に関する任命権者等からの通知 
 イ　不当行為に関する管理職員からの通知及び報告

②　禁止行為の例外について



１０．職員の研修の状況

研修名 期間 人数 

新任職員研修（１） ３日 141

新任職員研修（２） ２日 73

新任職員研修（３） ２日 72

新任職員研修（４） ２日 86

法令基礎研修（採用２年目
研修）

４日 42

政策形成研修（採用４年目
研修）

1日 27

監督職基本研修（１） ２日 30

監督職基本研修（政策形
成研修）

１日 21

監督職基本研修（２） １日 26

課長職研修（１） １日 26

課長職研修（２） １日 16

再任用職員研修（１） １日 35

再任用職員研修（２） １日 27

評価者研修 １日 25

問題解決力向上研修 １日 21

タイムマネジメント研修 １日 2

折衝力・交渉力向上研修 １日 15

業務改善研修 １日 26

政策法務研修 １日 11

組織力強化・部下力養成
強化研修

１日 18

研修名 期間等 人数 

人権問題職場研修 通年 全職員

リーダー研修会 １回 68

交流学習会事前研修会 １回 58

交流学習会 ３回 71

じんけん講座Ⅰ ５回 141

じんけん講座Ⅱ ６回 83

採用１年目を振り返りながら、職場における円滑なコミュニケーション
の実現や仕事の進め方の基本を身につける。

職務を的確に遂行するために必要な民法及び行政法の基本的な知
識を習得する。

自己の経験や持ち味を再確認し、環境の変化を前向きにとらえ、いき
いきとした自己表現を目指す。

職場でのコミュニケーションを効果的にし、監督職としての指導力を育
成することにより組織力の強化を図る。

課長職として備えるべき総合的な知識を習得し、高度な管理能力、判
断力の向上を図る。

課題を発見し、企画し、協働を重視しながら、効果、効率的な政策形
成ができる能力を養う。

監督職に必要な知識と技能を習得し、マネジメント能力の開発、自己
の向上を図る。

課長職が担う労務管理の基本と、部下育成の重要性を学び、それぞ
れの「考え方」と「基礎知識」を習得する。

政策課題の発見、目標の設定、政策案の立案など、政策形成に関す
る知識とその方法について学び、高度な政策立案能力を習得する。

整理手法を習得することにより、仕事の効率・成果を向上させ、住民
サービスに寄与し、職場の業務改善を図る。

人生における目的や方向性を再確認し、仕事や生活への前向きな取
り組みを促す。

時間管理、仕事管理の手法を習得することにより、効率的、効果的な
ワークスタイルの確立を図る。

政策法務のあり方や実案事例を通して実効性のある政策提案につい
て認識を深める。

人事評価についての基本的な考え方と進め方を認識し、効果的に実
施する方法について、実習等をと通じて学ぶ。

交流学習会の趣旨を参加者に周知・徹底するとともに、意識づけを行
い、研修効果の向上を図る。

同和問題をはじめとするさまざまな人権課題に対する啓発と深化と拡
大を図るために、教育委員会が主催する講座への派遣により実施す
る。

組織への貢献を意識づけるとともに、真に自立した職員を育成する。

人権研修

各人権文化センターで市民と職員がグループ討議による学習を行うこ
とによって、同和問題の解決へ向けた啓発を実践できる力量を養成
する。

折衝力と交渉力のベースにある論理的思考の方法、分かりやすく効
果的な説得の方法、信頼関係構築の方法などを学び、これらを応用
した折衝・交渉の方法を演習を通じて学ぶ。

現状を分析し、理想を明確にし、ギャップを把握するとともに、その解
決のためにどう考え、どう行動するべきかについて実践的なスキルを
身に付ける。

全職員を１３ブロックに分けて実施。各ブロックが設定するテーマに沿
い、年間にわたって、グループ学習や市民啓発の実践などの学習活
動を行う。

人権問題の現状を把握し、学習活動に反映させることにより、職場研
修の充実及び活性化を図る。

内容

同和問題をはじめとするさまざまな人権課題について、知識を身に付
けると共に感性を磨き、人間尊重の精神を生活の中に活かすことの
出来る実践力を養う。教育委員会が主催する講座への派遣により実
施する。

（１）職員の研修の状況

階層別研修

内容

新任職員のフォロー研修として、実務面の基礎的知識を中心に習得
する。

市民との対話により課題解決を図り、相互に信頼を確立することによ
り、協働のまちづくりを推進する。

宝塚市職員としての自覚を促し、必要となる基礎知識の習得と職場
への適応力を高める。



１１．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理
① 健康診断等

対象者 実施日 受診者数

 

血液検査　220

接種　103

Ｂ型肝炎
予防接種

医師若しくは看護師で採
血等業務に従事している
職員又はその他血液に接
する機会の多い職員

子宮がん検診
検体自己採取による細胞
診

問診、視・触診、マンモグ
ラフィー

２月

公立学校共済組合員（市
費）又は週３１時間以上勤
務の嘱託職員若しくは再
任用職員のうち、２５歳以
上の女性で希望する者

生活援護課職員
（ケースワーカー）

54

４月～１１月

203
深夜業務
従事者検診

深夜業務に従事する職員

0有機溶剤検診

８月～９月

１　問診・診察
２　血液検査
３　尿検査

７月
有機溶剤使用業務に従事
する職員

145

150
インフルエンザ
予防接種

乳がん検診 174

２月

７月、２月

成人病検診

４０歳以上の女子職員

１　問診・診察
２　身体測定
３　視力・聴力検査
４　胸部Ｘ線検査
５　血圧測定
６　尿検査
７　血液検査
８　心電図

１　血液検査
２　ワクチン接種

結核検診 胸部Ｘ線検査

検診内容

４月～翌年２月 1,723

定期健康診断 ３４歳以下の職員 720

１　問診・診察
２　身体測定
３　視力・聴力検査
４　尿検査
５　血圧測定
６　心電図
７　血液検査
８　眼底検査
９　便検査
10　胃部Ｘ線検査
11　胸部Ｘ線検査

３５歳以上の職員

７月（市立病院勤務者は
１０月）

１　問診・診察
２　身体測定
３　視力・聴力検査
４　胸部Ｘ線検査
５　血圧測定
６　尿検査
７　血液検査
８　心電図

ワクチン接種
救急隊員又は国民健康保
険診療所の医療従事者の
うち希望する者

11月



② 講演会
対象者 参加人数

③健康相談
 ３２件
 １０５件
 ２０件

（２）安全衛生管理体制に関する状況
 

（３）公務災害等発生状況

（４）共済組合

 
0 件
0 件

健康相談件数（内科産業医）
心の相談件数（精神科産業医又は精神科医）
カウンセリング（臨床心理士）

メンタルヘルス・セルフケア
～自分自身のストレスを取る方法～（8月3日）

希望者 84

 目的として、福利、厚生、医療等に関する資金の給付等の事業を行っています。

 発生件数　８６件

産業医 6

2

（６）公平委員会業務報告 

 （昭和４２年宝塚市条第９号）に基づいて設置され、地方公務員法（昭和２５年法

 ｈｔｔｐ：//www.h-kyosai.or.jp/

 気回復を図るため、レクリエーション事業、クラブ活動助成等を行っております。

21安全衛生推進者等

安全管理者

選任者数名称
選任（設置）すべき

事業場数

76希望者

 兵庫県市町村職員共済組合に加入しています。

 具体的には、会員の結婚、出産等に際しての給付や、日頃の疲れをいやし、元

 詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

 宝塚市職員互助会は、昭和４２年４月１日宝塚市職員互助会設置に関する条例

0

2

6 6

 勤務条件に関する措置の要求の状況

2 2

テーマ

 不利益処分に関する審査請求の状況

総括安全衛生管理者

衛生委員会

安全委員会

（５）宝塚市職員互助会

 律第２６１号）の精神にのっとり、職員の相互共済及び福祉の増進を図ることを

衛生管理者

21

0

選任（設置）
事業場数

（労働安全衛生法に基づくもの）

0

10

21

インフルエンザ対策職員研修（11月2日）

2

6

6 6

6


